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（ 要 旨 ） 

 新宿区議会において、「肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済を

求める意見書」を議決、関係機関に提出頂くよう、要望いたします。 

（ 理 由 ） 

 我が国には、Ｃ型肝炎患者がおよそ２００万人、Ｂ型肝炎患者がおよそ１５０万人もい

るといわれ、ウイルス性肝炎はまさに国民病です。しかも、その大半が、輸血、血液製剤

の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医

原性によるものと言われています。 
Ｂ型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんに移行する危険性の高い深刻な病気
です。１年間の肝がんの年間死亡者数約３万人超で、その９割近くはＢ型、C型肝炎患者
です。 

B型肝炎については、集団予防接種による B型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告と
して損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が昨年６月１６日に言い渡され、この判決では国

の行政責任が断罪されました。また、C型肝炎についても、血液製剤の投与による C型肝
炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業（旧ミドリ十字社（現三菱ウェルファーマ社）な

ど計３社）を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟では、大阪地裁判決（昨年６月２

１日）、福岡地裁判決（昨年８月３０日）に次いで東京地裁判決（本年３月２３日）が言

い渡され、いずれも国の行政責任・製薬企業の不法行為責任が認められました。 
このように、司法の場では、ウイルス性肝炎の医原性について、国の政策の過ちが明確

に認定されているのです。このような事態に鑑みれば、政府は、係争中の訴訟を直ちに終

了させ、全てのウイルス性肝炎患者の救済を実現するための諸施策に直ちに取りかかるべ

きです。 
また、自治体においても住民の健康を守り増進させる立場から、ウイルス性肝炎諸施策

を拡充すべきものと考えます。 
以上のことから、貴議会において、すべての肝炎患者救済のため、要旨のとおりの意見

書を、衆参両議院ならびに政府に対し提出するよう要望します。 
 


